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広
告
欄

家
屋
を
取
り
壊
し
た
と
き
は
手

続
き
を

損
壊
家
屋
等
解
体
撤
去
支
援
事

業
の
相
談
受
付
終
了
に
つ
い
て

農
業
用
た
め
池
の
届
出
制
度
に

つ
い
て

　
町
内
に
あ
る
住
宅
や
倉
庫
な
ど

を
取
り
壊
し
た
と
き
は
、
年
内
に

手
続
き
を
済
ま
せ
ま
し
ょ
う
。

　
固
定
資
産
税
は
、
毎
年
１
月
１

日
現
在
の
状
況
で
課
税
さ
れ
る
た

め
、
今
年
中
に
家
屋
を
取
り
壊
し

た
場
合
、
翌
年
度
か
ら
は
課
税
さ

れ
な
く
な
り
ま
す
。

①
登
記
済
の
家
屋
を
取
り
壊
し
た

場
合　

　
法
務
局
で
建
物
滅
失
登
記
の
申

請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

②
未
登
記
の
家
屋
を
取
り
壊
し
た

場
合

　
平
成
30
年
北
海
道
胆
振
東
部
地

震
に
よ
り
、
著
し
い
被
害
を
受
け

た
住
家
に
対
し
て
行
う
公
費
解
体

の
受
付
に
つ
い
て
は
、
平
成
31
年

３
月
29
日
を
も
っ
て
申
請
期
限
を

終
了
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
申
請

期
限
後
に
、
解
体
を
検
討
さ
れ
て

い
る
方
に
対
し
て
行
っ
て
い
た
相

談
受
付
に
つ
き
ま
し
て
も
、
次
の

期
限
を
も
っ
て
終
了
す
る
こ
と
と

し
ま
す
。

終
了
日
　
令
和
元
年
12
月
10
日
㈫

問
合
せ　
税
務
住
民
課
住
民
生
活

グ
ル
ー
プ　
　
　
☎
㉒
２
９
４
０

　
平
成
30
年
７
月
豪
雨
な
ど
、
近

年
、
豪
雨
等
に
よ
り
多
く
の
農
業

用
た
め
池
が
被
災
し
甚
大
な
被
害

が
発
生
し
て
お
り
ま
す
。

　
こ
の
た
め
、
堤
体
の
決
壊
等
に

よ
る
災
害
を
防
止
す
る
た
め
、

「
農
業
用
た
め
池
の
管
理
及
び
保

全
に
関
す
る
法
律
」
が
制
定
さ

れ
、
農
業
用
た
め
池
の
所
有
者
や

管
理
者
の
方
は
、
施
設
に
関
す
る

情
報
を
北
海
道
に
届
け
出
る
こ
と

が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　
農
業
用
た
め
池
を
所
有
さ
れ
て

い
る
方
は
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

届
出
事
項

①
た
め
池
の
名
称
及
び
所
在
地

②
所
有
者
及
び
管
理
者
の
氏
名
等

の
情
報

③
た
め
池
の
堤
頂
ま
で
の
高
さ
、

堤
頂
の
長
さ
、
貯
水
容
量
な
ど

届
出
期
限　
12
月
16
日
㈪
ま
で

問
合
せ　
安
平
町
土
地
改
良
区

　
　
　
　
　
　
　
☎
㉒
２
０
７
６

産
業
経
済
課　
　
☎
㉒
２
５
１
５

住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
に
関
す
る
減

税
制
度
に
つ
い
て

　
住
宅
の
リ
フ
ォ
ー
ム
は
、
一
定

会
社
な
ど
に
お
勤
め
の
方

　

お
勤
め
先
か
ら
給
与
を
受
け

取
っ
て
い
る
方
の
所
得
税
は
、
原

則
、年
末
調
整
で
精
算
さ
れ
ま
す
。

　
本
年
中
に
扶
養
す
る
方
の
異
動

が
あ
っ
た
方
や
各
種
保
険
料
（
生

命
・
地
震
な
ど
）
を
支
払
っ
た
方

は
、
お
勤
め
先
の
指
示
に
従
い
申

告
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

会
社
な
ど
の
年
末
調
整
事
務
ご
担

当
者
様

　
令
和
元
年
分
の
年
末
調
整
の
仕

方
や
各
種
書
類
の
記
載
方
法
な
ど

の
説
明
会
を
実
施
し
ま
す
。

消
費
税
軽
減
税
率
制
度
等
説
明
会

　
免
税
事
業
者
を
含
む
全
て
の
事

業
者
の
方
を
対
象
に
、
消
費
税
軽

減
税
率
制
度
等
に
関
す
る
説
明
を

行
い
ま
す
。

日
時　
11
月
21
日
㈭　

年
末
調
整
に
つ
い
て

　
　
　
　
13
時
30
分
～
15
時
30
分

消
費
税
軽
減
税
率
制
度
等
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　

15
時
30
分
～
16
時

場
所　
早
来
町
民
セ
ン
タ
ー

問
合
せ　
苫
小
牧
税
務
署

　
　
　
☎
０
１
４
４
㉜
３
１
６
５

税
務
住
民
課
税
務
グ
ル
ー
プ

　
　
　
　
　
　
　
☎
㉒
２
５
１
３

年
末
調
整
及
び
消
費
税
軽
減
税

率
制
度
等
説
明
会
に
つ
い
て

　
税
務
住
民
課
に
家
屋
滅
失
届
を

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。　

問
合
せ　
税
務
住
民
課
税
務
グ
ル

ー
プ　
　
　
　
　
☎
㉒
２
５
１
３

札
幌
法
務
局
苫
小
牧
支
局

　
　
　
☎
０
１
４
４
㉞
７
１
５
１

の
要
件
※
を
満
た
し
て
い
れ
ば
所

得
税
の
控
除
や
固
定
資
産
税
の
軽

減
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
要
件
は
リ
フ
ォ
ー
ム
の
種
類
に

よ
っ
て
異
な
り
ま
す
の
で
、
施
工

業
者
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

リ
フ
ォ
ー
ム
減
税
の
種
類

　
・
耐
震
リ
フ
ォ
ー
ム

　
・
バ
リ
ア
フ
リ
ー
リ
フ
ォ
ー
ム

　
・
省
エ
ネ
リ
フ
ォ
ー
ム　
な
ど

問
合
せ　
税
務
住
民
課
税
務
グ

ル
ー
プ　
　
　
　
☎
㉒
２
５
１
３

苫
小
牧
税
務
署　

　
　
　
☎
０
１
４
４
㉜
３
１
６
５


